
 

 

 

（参考資料:関連条文抜粋） 

 

 

■所得税法（抄） 

（寄附金控除） 

第七十八条 （略） 

２ 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金（学校の入学に関してするもの

を除く。）をいう。 

 

 

■所得税基本通達（抄） 

（入学に関してする寄附金の範囲） 

78－2 法第 78 条第 2 項本文かっこ内に規定する「学校の入学に関してするもの」と

は、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限

り入学を許されないこととされるものその他当該入学と相当の因果関係のあるもの

をいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される

年の年末までの期間内に納入したもの（入学決定後に募集の開始があったもので、新

入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除く。）は、原則として、「入学と相当

の因果関係のあるもの」に該当するものとする。（平 20課個 2－17、課審 4－186、課

法 9－3改正） 




